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佐用町要綱第２７号

佐用町出産・健診安心アクセス支援事業補助金交付要綱

（目的）

第１条 この要綱は、妊産婦等が居住地に関わらず、安全・安心に通院ができ、適

切な医療やサービスが受けられる環境を実現するため、遠方の産科医療機関等で

出産等する必要がある妊産婦等の経済的負担の軽減を図ることを目的に、当該産

科医療機関等までの移動にかかる交通費について、予算の範囲内での補助金の交

付に関し、必要な事項を定めることとする。

（補助対象者）

第２条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、交付を

受けようとする補助対象の経費を支出した日及び本事業の申請日において本町の

住民基本台帳に記載されている者であって、次の各号に掲げる補助の区分に定め

る要件に該当するものとする。

(１) 妊婦健康診査（母子保健法（昭和40年法律第141号）第13条の規定により

実施されるものに限る。以下「妊婦健診」という。） 住所地（里帰りしてい

る場合は、里帰り先の居住地とする。以下同じ。）から妊婦健康診査助成券を

利用する妊婦健診のため産科医療機関等まで移動（当該補助対象者が選択した

移動手段において、地理的条件や気象条件、交通事情その他の事情を勘案して、

当該移動手段による標準的な移動をいう。以下同じ。）を要する妊婦

(２) 出産 住所地から出産のため分娩取扱施設（妊婦の受入が可能な分娩取扱

施設に限る。以下同じ。）まで移動を要する妊婦

(３) 産婦健康診査（母子保健医療対策総合支援事業の実施について（令和５年

６月30日付けこ成母第36号こども家庭庁成育局長通知）の規定により実施され

るものに限る。以下「産婦健診」という。） 住所地から産婦健康診査助成券

を利用する産婦健診のため産科医療機関等まで移動を要する産婦

(４) 不妊治療

ア 住所地から不妊治療のため不妊治療実施施設（生殖補助医療管理料又は精

巣内精子採取術の届出医療機関に限る。以下同じ。）まで移動を要する夫婦

（事実婚を含む。）

イ 対象となる不妊治療は、保険適用の対象となる生殖補助医療及び男性不妊

治療とする。

(５) 産後ケア事業（母子保健法（昭和40年法律第141号）第17条の２の規定に

より実施されるものに限る。） 住所地から産後ケアのため産後ケア事業実施

施設まで移動を要する母子

(６) 乳幼児健康診査（以下「乳幼児健診」という。）

ア 住所地から乳幼児健診を受診できる医療機関等まで移動を要する母子

イ 対象となる乳幼児健診は、１か月児健診、３～６か月児健診、９～11か月

児健診、１歳６か月児健診、３歳児健診、５歳児健診とする。

２ 前項の規定にかかわらず、町税等町の徴収金を滞納しているときは、補助対象



者としない。

（補助対象経費及び上限回数）

第３条 補助事業の対象となる経費は、住所地からの移動に要した経費（往復分）

であって、通常利用すると判断できる経路として町長が適当と認めるものとする。

２ 補助回数の上限は、次の各号に掲げる回数とする。

(１) 妊婦健診 母子健康手帳交付後の妊婦健診につき14回（ただし、多胎妊娠

であるときは19回）

(２) 出産 １回

(３) 産婦健診 ２回

(４) 不妊治療 10回（ただし、男性不妊治療は５回）

(５) 産後ケア事業 ７回

(６) 乳幼児健診 ６回

（補助金額）

第４条 補助金の額は、次の各号により算出した額とする。

(１) タクシー又は公共交通機関 実費額（ただし、タクシーは緊急を要するな

ど、町長が特に認めた場合に限る。）

(２) 自家用車１ｋｍ（片道50ｋｍを超える部分及び１ｋｍ未満の端数は、これ

を切り捨てる。）の移動につき37円を乗じて得た額（有料道路の利用料金は、

緊急を要するなど町長が特に認めたときに限り加算することができる。）

（交付申請）

第５条 補助金の交付を受けようとする者は、補助対象の経費を支出した最も遅い

日から起算して６か月以内に、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(１) 出産・健診安心アクセス支援事業補助金交付申請書兼請求書（様式第１

号）

(２) その他町長が必要と認める書類

（交付決定及び補助金の額）

第６条 町長は、前条第１号の規定による申請書兼請求書を受理したときは、その

内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するとともに補助金の額を確定し、出

産・健診安心アクセス支援事業補助金交付決定通知書（様式第２号）により、当

該申請した者（以下「申請者」という。）に通知するものとする。

（返還）

第７条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金

の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の返還を命ずるものとする。

(１) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(２) この要綱の規定に違反したとき。

（その他）

第８条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が

別に定める。

附 則

（施行期日）



この要綱は、令和８年４月１日から施行する。

様式第１号（第５条関係）





















様式第２号（第６条関係）


